
鳥取県営繕工事における入札時積算数量書活用方式の実施に係る試行運用 

 
１．入札時積算数量書の訂正に伴う工事費の積算 

（１）入札時積算数量書の訂正に伴う工事費の積算は、鳥取県公共建築工事積算基準（平成 15
年７月１日）（以下「積算基準」という。）の「Ⅰ工事費積算基準 ８設計変更における工

事費」の規定に準じるものとする。 
（２）入札時積算数量書の訂正に伴う工事費の積算における共通費の算定は、積算基準「Ⅱ共

通費積算基準 ２共通仮設費の算定（８）、３現場管理費の算定（８）及び４一般管理費の

算定（４）」の規定に準じるものとする。 
（３）入札時積算数量書の訂正に伴う工事費の積算に用いる単価及び価格は、積算基準「Ⅲ単

価積算基準 ４設計変更等の取り扱い」の規定に準じるものとする。 
（４）入札時積算数量書の訂正に伴う工事費の積算に用いる数量は、入札時積算数量書の訂正

の対象となった積算数量及び当該積算数量に関連する項目の、訂正後の積算数量における

訂正分の数量とする。 
 

２．入札時積算数量書別紙明細の公開等 

（１）入札時積算数量書別紙明細について 
「入札時積算数量書別紙明細」とは、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一   

式としている細目のうち、必要に応じて別途作成される当該細目の根拠となる名称、数量

及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む）をいう。また、入

札時積算数量書において、数量を一式としている共通仮設費、現場管理費及び一般管理費

等について、必要に応じて別途作成される各費用の根拠となる名称、数量及び単位を取り

まとめて示す共通仮設費明細書、現場管理費明細書及び一般管理費等明細書を含むものと

する。 
（２）入札時積算数量書別紙明細の公開 

「入札時積算数量書別紙明細」は、全て公開するものとする。なお、公開は原則として

見積りを行うために必要な図面及び仕様書の交付に併せて行うものとする。 
（３）入札時積算数量書別紙明細の取扱い 

「入札時積算数量書別紙明細」は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資するための

参考資料であり、契約書第１条にいう設計図書及び第 18 条の２にいう入札時積算数量書で

はない。 
 

３．設計変更における積算数量書の提示等 

（１）設計変更における積算数量書について 
契約書第 18 条及び第 19 条の規定により行われる設計図書の訂正又は変更に伴う請負代

金額の変更（以下「設計変更」という。）における積算数量書は、積算基準Ⅰ第４（工事費

内訳書）に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別

内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を表示するものとして、設計変

更の対象となる積算数量をとりまとめたものをいう。 



（２）設計変更における積算数量書の提示 
設計変更における積算数量書を受注者に提示するものとする。 

（３）設計変更における積算数量書の取扱い 
設計変更における積算数量書は、適正な設計変更に資するための参考資料であり、契約

書第１条にいう設計図書及び第 18 条の２にいう入札時積算数量書ではない。 
 

附 則  
 この要領は、平成 29 年４月 26 日から施行する。 

附 則 
この改正は、平成 31 年４月１日以降に調達公告を行う建設工事から適用する。 


